
国民健康保険税簡易算出表（令和７年度用） 

 

所 得 割（前年の１月～１２月の所得が対象） 

○所得合計金額（        ）－４３万円※
（個人ごとの所得から４3 万円※を控除）＝Ａ 

・給与所得の源泉徴収票の給与所得控除後の金額（給与所得のみの場合） 

・確定申告書第一表：⑫番の金額 （第三表がある場合： 68 ～ 77 の金額を加算） 

ただし、株式等の譲渡による赤字の金額は、他の各所得の金額から差し引くことはできません。 

○介護該当者（40 歳～64歳の被保険者）所得合計（        ）－４３万円※
（個人ごとの所得から４3 万円※を控除）＝Ｂ  

※合計所得金額が 2400万円を超える個人は、その合計所得金額によって基礎控除額が減少します。 
 

医 療 給 付 費 分 Ａ（         ）×５．３９％ ＝（        円）① 

後期高齢者支援分 Ａ（         ）×２．９５％ ＝（        円）② 

介 護 納 付 金 分 Ｂ（         ）×２．７０％ ＝（        円）③ 

 

 

均 等 割（１人当り） 

医 療 給 付 費 分  （    ）人 × ２８，８００円 ＝（        円）④ 

後期高齢者支援分  （    ）人 × １４，４００円 ＝（        円）⑤ 

介 護 納 付 金 分  （    ）人 × １５，６００円 ＝（        円）⑥ 

 

 

年 税 額 

医 療 給 付 費 分                      ①＋④ ＝［        円］⑦ 

後期高齢者支援分                      ②＋⑤ ＝［        円］⑧ 

介 護 納 付 金 分                  ③＋⑥ ＝［        円］⑨ 

＊算出したそれぞれの税額から 100円未満は切り捨てます。賦課限度額を超える場合は賦課限度額まで。 

     合 計               ⑦＋⑧＋⑨ ＝［        円］ 

 

《注》 ４０歳～６４歳の被保険者には、介護保険料を合わせて納付いただきます。 

 

賦 課 限 度 額（令和７年度） 

 各々算出した税額（年税額）の上限となります。 

医 療 給 付 費 分 ６６０，０００円 （令和５年度：６５０，０００円、令和６年度：６５０，０００円） 

後期高齢者支援分 ２６０，０００円 （令和５年度：２２０，０００円、令和６年度：２４０，０００円） 

介 護 納 付 金 分 １７０，０００円 （令和５年度：１７０，０００円、令和６年度：１７０，０００円） 

  

 

 

【国民健康保険制度】 

 私たちの地域に住む人たちが、普段からお金を出し合い、これに国の補助金も加え、病気やけがなどの際、お互い

に生活上の困難を分かち合おう、という目的から生まれたものです。介護分については、４０歳～６４歳の介護保

険第２号被保険者がいる世帯のみ従来の国保税に上乗せして、一体的に賦課徴収されます。 



 

軽 減 措 置 の 所 得 判 定 基 準 

世帯の合計所得が一定額以下の場合には、均等割を７割、５割又は２割軽減しています。 

軽減の適用には、確定申告や住民税申告等で、前年中の所得が確定されていることが必要です（世帯主、被保

険者及び特定同一世帯所属者全員の所得により判定）。未申告者がいる場合は、軽減の判定ができません。 

 

7割軽減：４３万円＋10万円×（給与所得者等の数※１－１）以下 

5割軽減：４３万円＋（被保険者数及び特定同一世帯所属者※２）×３０．５万円 

＋10万円×（給与所得者等の数※１－１）以下 

２割軽減：４３万円＋（被保険者数及び特定同一世帯所属者※2）×５６万円 

＋10万円×（給与所得者等の数※１－１）以下 

 
※１ 一定の給与所得者（給与収入 55 万円超）と公的年金の支給（60万円超（65 歳未満）又は 110万円超（65 歳以上））を受ける人のこと。 

   一定の給与所得者等が 2人以上いる世帯についてのみ、10万円×（給与所得者等の数-１）の金額を加える。 

※２ 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の被保険者になったことに伴い国保資格を喪失した人で、引き続き同一世帯に属する人のこと。 
 

子 ど も の 均 等 割 軽 減 
 世帯の国民健康保険の被保険者のうち、１８歳以下（１８歳に達する日以後最初の 3月３１日まで）の被保険

者に係る均等割額については半額となります。 

 上記の軽減措置がかかっている世帯については、上記の軽減後さらに半額となります。なお、年税額が賦課限

度額に達している世帯は軽減にならない場合があります。 

 

国民健康保険税の算出具体例（年税額） 大人 2 人・子ども 2 人の 4 人家族の場合 

・前年中（１月～１２月）の所得      夫  （４３歳）  ３，６００，０００円（自営業） 

妻  （３８歳）    ６００，０００円（パート） 

子ども（１５歳）              ０円 

子ども（１０歳）          ０円 

 

所 

得 

割 

夫  ３，６００，０００円 － 基礎控除  ４３０，０００円 ＝ ３，１７０，０００円 

妻    ６００，０００円 － 基礎控除  ４３０，０００円 ＝   １７０，０００円 

                             計   ３，３４０，０００円 

医療給付費分                    ３，３４０，０００円× ０．０５３９  ＝ １８０，０２６円 ① 

後期高齢者支援分                  ３，３４０，０００円× ０．０２９５ ＝  ９８，５３０円 ② 

介護納付金分（夫：４３歳のみ）           ３，１７０，０００円× ０．０２７０ ＝  ８５，５９０円 ③ 

均 

等 

割 

医療給付費分                 ２８，８００円×2人＋１４，４００円×２人 ＝  ８６，４００円 ④ 

後期高齢者支援分               １４，４００円×２人＋ ７，２００円×２人 ＝  ４３，２００円 ⑤ 

介護納付金分（夫：４３歳のみ）              １５，６００円×  １人    ＝  １５，６００円 ⑥ 

年 

 

税 

 

額 

【医療給付費分】        【後期高齢者支援分】      【介護納付金分】 

①  １８０，０２６円     ②   ９８，５３０円      ③  ８５，５９０円 

＋④   ８６，４００円    ＋⑤   ４３，２００円     ＋⑥  １５，６００円 

      ２６６，４２６円        １４１，７３０円        １０１，１９０円 

⑦  ２６６，４００円     ⑧  １４１，７００円      ⑨ １０１，１００円 

それぞれの金額から 100 円未満は切り捨てます。 

 

合計税額 ⑦２６６，４００円 ＋ ⑧１４１，７００円 ＋ ⑨１０１，１００円 ＝ ５０９，２００円 

 

年 間 所 得 額 の 計 算 例（令和６年中所得） 
 
給与所得 

給与収入金額（A） 給与所得の金額 

～550,999 円  0 円  

551,000 円～1,618,999 円  A －  550,000 円  

1,619,000 円～1,619,999 円  1,069,000 円  

1,620,000 円～1,621,999 円  1,070,000 円  

1,622,000 円～1,623,999 円  1,072,000 円  

1,624,000 円～1,627,999 円  1,074,000 円  

1,628,000 円～1,799,999 円  B × 2.4 ＋ 100,000 円  

1,800,000 円～3,599,999 円  B × 2.8 － 80,000 円  

3,600,000 円～6,599,999 円  B × 3.2 － 440,000 円  

6,600,000 円～8,499.999 円  A × 0.9 － 1,100,000 円  

8,500,000 円～  A － 1,950,000 円  
B=給与収入÷4（千円未満の端数切捨て） 

①もしくは②のいずれか、または両方に該当する場合は、所得金額調整控除があります。 
①給与収入が 850 万円を超え、本人、同一生計配偶者、もしくは扶養親族のいずれかが 

特別障害者である場合、または 23 歳未満の扶養親族がいる場合 

②給与所得と公的年金等雑所得がある場合でその合計額が 10 万円を超える場合 

公的年金等の雑所得 
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が 1000 万円以下の場合 
 公的年金等の収入金額（Ｃ） 公的年金等の雑所得 

65 

歳 

未 

満 

～６00,000 円  0 円  

６00,001 円～1,300,000 円  C － ６00,000 円  

1,300,001 円～4,100,000 円  Ｃ × 0.75 － ２75,000 円  

4,100,001 円～7,700,000 円  C × 0.85 － ６85,000 円  

7,700,001 円～10,000,000 円  C × 0.95 － 1,４55,000 円  

10,000,001 円～  C － 1,９55,000 円  

65 

歳 

以 

上 

～1,100,000 円  0 円  

1,100,001 円～3,300,000 円  C － 1,100,000 円  

3,300,001 円～4,100,000 円  C × 0.75 － 275,000 円  

4,100,001 円～7,700,000 円  C × 0.85 － 685,000 円  

7,700,001 円～10,000,000 円  C × 0.95 － 1,455,000 円  

10,000,001 円～  C － 1,９55,000 円  
※公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が 1000 万円超 2000 万円以下の場合は公的年

金等控除額が 10 万円減少します 

※公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が 2000 万円超の場合は公的年金等控除額が 20

万円減少します 


